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 第 4578 号  

  目      次  
    
   規  則 

 ○富山県立自然公園条例施行規則の一部を改正する規則          １ 

   告  示 

 ○土地改良区の定款変更の認可                     ３ 

 ○土砂災害警戒区域の指定及び解除                   

 ○土砂災害特別警戒区域の指定及び解除                 ４ 

   公  告 

 ○土地改良区の役員の就退任                      ５ 

 ○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出        ７ 

 ○大規模小売店舗立地法による意見書の概要               ８ 

   正  誤 

 ○平成23年３月25日付け第3301号富山県告示第 120号           ９ 
 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

規      則 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県立自然公園条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定め、公布す

る。 

  令和元年12月11日 

                    富山県知事 石  井    一  

富山県規則第54号 

   富山県立自然公園条例施行規則の一部を改正する規則 

 富山県立自然公園条例施行規則（昭和48年富山県規則第４号）の一部を次のよう 

に改正する。 

 第４条第３項各号列記以外の部分中「第10号」を「第11号」に、「第11号」を 

「第12号」に改め、同項中第12号を第13号とし、第９号から第11号までを１号ずつ 

繰り下げ、第８号の次に次の１号を加える。 

毎週月.水.金曜日発行 
令和元年12月11日 

水 曜 日 
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 ⑼ 第２条第３号に掲げる宿舎に関する公園事業であつて、特定の者の優先的な 

  使用を確保する仕組みを設けるものにあつては、当該仕組み及び当該事業の執 

  行による自然公園の保護又は利用の増進の内容を明らかにした書類 

 第８条第２項第２号及び同条第４項第１号中「第11号」を「第12号」に改める。 

 第30条第１号中「次の各号」を「次」に改め、同号アを次のように改める。 

  ア 精神の機能の障害によりその生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うに 

   当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 

 第31条第３項に次の１号を加える。 

 ⑶ 国、県及び市町村等以外の者が、条例第30条第３項の認定を受ける場合は、 

  前条第１号ア及びイの規定に該当しないことを説明した書類 

 様式第１号備考１中「⑾を」を「⑿を」に改め、⑿を⒀とし、⑾を⑿とし、⑽を 

⑾とし、⑼を⑽とし、⑻の次に次のように加える。 

   ⑼ 富山県立自然公園条例施行規則第２条第３号に掲げる宿舎に関する公 

    園事業であつて、特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けるも 

    のにあつては、当該仕組み及び当該事業の執行による自然公園の保護又 

    は利用の増進の内容を明らかにした書類 

 様式第11号備考１に次のように加える。 

   ⑷ 富山県立自然公園条例施行規則第30条第１号ア及びイの規定に該当し 

    ないことを説明した書類（申請者が、国、県及び市町村等以外の者であ 

    る場合に限る。） 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第30条の改正規定（同条第１号 

 アに係る部分に限る。）並びに第31条及び様式第11号の改正規定は、令和元年12 

 月14日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の富山県立自然公園条例施行規則に定める様式による用 

 紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

                             （自然保護課）  
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∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

告      示 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

富山県告示第513号 

   土地改良区の定款変更の認可について 

 滑川東部土地改良区から申請のあった定款の変更については、土地改良法（昭和 

24年法律第 195号）第30条第２項の規定により、令和元年11月27日認可した。 

    令和元年12月11日 

                    富山県知事 石  井    一  

 

 

富山県告示第514号 

   土地改良区の定款変更の認可について 

 滑川南部土地改良区から申請のあった定款の変更については、土地改良法（昭和 

24年法律第 195号）第30条第２項の規定により、令和元年11月27日認可した。 

    令和元年12月11日 

                    富山県知事 石  井    一  

 

 

富山県告示第515号 

   土地改良区の定款変更の認可について 

  黒部川左岸土地改良区から申請のあった定款の変更については、土地改良法（昭 

和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により、令和元年11月27日認可した。 

    令和元年12月11日 

                    富山県知事 石  井    一  

 

 

富山県告示第516号 

   土砂災害警戒区域の指定及び解除について 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法



  4  令和元年 12 月 11 日   富 山 県 報          第 4578 号   

 

律第57号）第７条第１項及び第６項の規定により土砂災害警戒区域を次のとおり指

定及び解除するので、同条第４項（同条第６項において準用する場合を含む。）の

規定により公示する。 

  令和元年12月11日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

土砂災害警

戒区域の名

称 

土砂災害警戒区域に指定する区域 

土砂災害の発生原因

となる自然現象の種

類 

変更事項 

坂津⑵ 氷見市十二町の区域のうち別紙図面に

表示する区域 

急傾斜地の崩壊 一部指定

一部解除 

谷屋⑵ 氷見市谷屋の区域のうち別紙図面に表

示する区域 

急傾斜地の崩壊 一部指定 

一部解除 

 （「別紙図面」は省略し、当該図面及び関係書類を富山県土木部砂防課及び土砂

災害警戒区域に指定する区域を管轄する土木センター又は土木事務所に備え置いて

縦覧に供する。) 

 

 

富山県告示第517号 

   土砂災害特別警戒区域の指定及び解除について 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法 

律第57号）第９条第１項及び第８項の規定により土砂災害特別警戒区域を次のとお 

り指定及び解除するので、同条第４項（同条第９項において準用する場合を含む。） 

の規定により公示する。 

  令和元年12月11日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

土砂災害特

別警戒区域

の名称 

土砂災害特別警戒区域に 

指定する区域 

土砂災害の発生 

原因となる自然 

現象の種類 

自然現象により建 

築物に作用すると 

想定される衝撃に 

関する事項 

変更事項 
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坂津⑵ 氷見市十二町の区域のう

ち別紙図面に表示する区

域 

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり 一部指定 

一部解除 

谷屋⑵ 氷見市谷屋の区域のうち

別紙図面に表示する区域 

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり 一部指定 

一部解除 

 （「別紙図面」は省略し、当該図面及び関係書類を富山県土木部砂防課及び土砂

災害特別警戒区域に指定する区域を管轄する土木センター又は土木事務所に備え置

いて縦覧に供する。) 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公      告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

土地改良区の役員の退任 

 上条用水土地改良区の役員であった次の者が令和元年８月27日退任した旨届出が 

あったので、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第18項の規定により公告 

する。 

  令和元年12月11日 

                    富山県知事 石  井    一  

  職 名   氏   名        住     所 

  理 事  鹿 熊 久 三   富山市水橋北馬場    184番地 

   同   小 川   勇   中新川郡上市町下荒又  53番地 

   同   山 本 茂 樹   富山市水橋池田町    279番地 

   同   金 木 清 明   同  水橋清水堂   3211番地 

   同   田 中 秀 一   中新川郡上市町放士ケ瀬 136番地 

   同   田 中 達 郎   同   同  上荒又  53番地 

   同   堀   治 茂   富山市水橋田伏     211番地 

  監 事  佐 竹 信 久   同  水橋高寺     172番地 

   同   勇 伊 昭 信   同  水橋田伏     258番地 

   同   中 川 幸 雄   中新川郡上市町上荒又  ７番地 
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土地改良区の役員の就任 

 上条用水土地改良区の役員に次の者が令和元年８月28日就任した旨届出があった 

ので、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第18項の規定により公告する。 

  令和元年12月11日 

                    富山県知事 石  井    一  

  職 名   氏   名        住     所 

  理 事  小 川   勇   中新川郡上市町下荒又   53番地 

   同   堀   治 茂   富山市水橋田伏      211番地 

   同   山 本 茂 樹   同  水橋池田町     279番地 

   同   田 中 秀 一   中新川郡上市町放士ケ瀬  136番地 

   同   田 中 達 郎   同   同  上荒又   53番地 

   同   森 川 弘 明   富山市水橋清水堂    3124番地 

   同   鹿 熊 信 久   同  水橋北馬場      184番地１ 

  監 事    川 高 精 一   同  水橋曲淵      233番地 

   同   石 原 保 美   中新川郡上市町放士ケ瀬新 97番地 

   同   中 川 庄 司   富山市水橋佐野竹      58番地 

 

 

土地改良区の役員の退任 

 庄川上流用水土地改良区の役員であった次の者が令和元年11月８日退任した旨届 

出があったので、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第18項の規定により 

公告する。 

  令和元年12月11日 

                    富山県知事 石  井    一  

  職 名     氏   名       住   所 

  理 事    山 邊 美 嗣    南砺市やかた285番地 
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土地改良区の役員の退任 

 庄川沿岸用水土地改良区連合の役員であった次の者が令和元年11月８日退任した 

旨届出があったので、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第18項の規定に 

より公告する。 

  令和元年12月11日 

                    富山県知事 石  井    一  

  職 名     氏   名       住   所 

  理 事    山 邊 美 嗣    南砺市やかた285番地 

 

 

土地改良区の役員の退任 

 城端土地改良区の役員であった次の者が令和元年6月８日退任した旨届出があっ 

たので、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第18項の規定により公告する。 

  令和元年12月11日 

                    富山県知事 石  井    一  

  職 名     氏   名       住   所 

  理 事    山 下 嶔 一    南砺市是安1445番地 

 

 

大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出について 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１ 

項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定によ 

り次のとおり公告し、当該届出及び添付書類を縦覧に供する。 

  令和元年12月11日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 店舗の名称及び所在地 

  （仮称）ＪＲ富山駅ＮＫビル 富山市富山駅周辺地区土地区画整理事業地８街 

 区１～８画地 

２ 店舗を設置する者 ＪＲ西日本不動産開発株式会社 
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３ 店舗において小売業を行う者 未定80店舗 

４ 新設の日 令和４年４月１日 

５ 店舗面積の合計 12,303㎡ 

６ 店舗の施設の配置に関する事項 

 ⑴ 駐車場の位置及び収容台数 建物北西側 ほか  274台 

 ⑵ 駐輪場の位置及び収容台数 建物西側 89台 

 ⑶ 荷さばき施設の位置及び面積 １階西側  266㎡ 

 ⑷ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 １階西側 34.1㎥ 

７ 店舗の施設の運営方法に関する事項 

 ⑴ 店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 24時間 ほか 

 ⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯 24時間 

 ⑶ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 １箇所 立体駐車場北側 

 ⑷ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 24時間 

８ 届出の日 令和元年11月29日 

９ 縦覧場所 富山県商工労働部商業まちづくり課 

10 縦覧期間 令和元年12月11日から令和２年４月13日まで 

11 その他 

当該店舗の周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を 

有する者は、法第８条第２項の規定に基づき、以下の事項を記載した意見書を、 

縦覧期間満了の日までに富山県商工労働部商業まちづくり課に提出することがで 

きる。 

 ⑴ 氏名及び住所（法人等にあっては、所在地、名称及び代表者氏名） 

 ⑵ ⑴の事項の公表の可否 

 ⑶ 当該店舗の名称及び所在地 

 ⑷ 意見及びその理由 

 

 

大規模小売店舗立地法による意見書の概要について 

 令和元年７月29日付けで公告した大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号） 
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第５条第１項の規定による届出について、同法第８条第１項の規定により意見書の 

提出がなされたので、同条第３項の規定により公告し、当該意見書を縦覧に供する。 

  令和元年12月11日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 店舗の名称及び所在地 

  ドラッグコスモス新湊店 射水市善光寺19番14 ほか13筆 

２ 店舗を設置する者 株式会社コスモス薬品 

３ 市町村の意見の概要 

 ⑴ 一般廃棄物処理許可事業者との契約に関すること 

４ 縦覧場所 富山県商工労働部商業まちづくり課 

５ 縦覧期間 令和元年12月11日から令和２年１月14日 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

正     誤 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 平成23年３月25日付け第3301号富山県告示第 120号「土砂災害特別警戒区域の指 

定について」表中 

 

 誤 

惣領⒂ 氷見市惣領の区域のうち

別紙図面に表示する区域 

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり 

 正 

惣領⑹ 氷見市惣領の区域のうち

別紙図面に表示する区域 

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり 
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